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■インフルエンザ予防接種費用の一部助成
　新型コロナウイルスと季節性インフルエンザが同時に流
行するのを防ぐため、今年度は生後６か月以上のすべての
市民に予防接種費用の一部助成を行います。
❶小児インフルエンザ（任意接種）
対 象 　市内に住所を有する、生後６か月以上小学校就学前のお子さん
助成額　２，５００円（接種費用から助成額を除いた額が自己負担）
助成回数　期間内２回
❷臨時助成インフルエンザ（任意接種）
対 象 　市内に住所を有する、小学生から 64歳までの方（高齢者インフルエ

ンザの対象の②の方を除く）
助成額　１，０００円（接種費用から助成額を除いた額が自己負担）
助成回数　１３歳未満：期間内２回　１３歳以上：期間内１回
❸高齢者インフルエンザ（定期接種 B類）
対 象　①市内に住所を有する、接種時に 65歳以上の方
　　　 　② 市内に住所を有し、接種時に 60歳以上 65歳未満で、心臓、腎臓ま

たは呼吸器の機能に、自己の日常生活活動が極度に制限される程度
の障がいを有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより、免疫の機能
に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方

　　　　※②に該当する方は、事前に問合先へご連絡ください。
助成額　３，５００円（接種費用から助成額を除いた額が自己負担）
助成回数　期間内１回
共通事項
期 間　令和２年 10月１日（木）～令和３年２月 28日（日）
受け方　市内医療機関に直接、接種の予約をしてください。
　　　　※ 市外で接種する場合、事前に問合先へ電話 または 市ホームページで

手続方法を確認ください。
 ※❶・❸の対象者のうち、生活保護世帯に属する方は、接種後に申請することで、
自己負担額分の助成（上限あり）を受けることができます。（❷の臨時助成イ
ンフルエンザは自己負担分の助成なし）

問合先　健康増進課　☎ (25) ３５１１

国勢調査の回答をお願いします
  ９月 14日 ( 月 ) から 10月７日 (水 ) にかけて、５
年に１度の国勢調査が行われます。国勢調査は、国籍
や年齢に関係なく、日本に住んでいるすべての人と世
帯が対象です。必ずご回答ください。

回答はかんたん便利なインターネットで！
①アクセスする
ご自宅に調査書類が
届いたら、回答サイ
トにアクセスしま
す。

②ログインする
調査書類のなかの『インターネット回答
利用ガイド』に記載されている「ログイン ID」
と「アクセスキー」でログインします。

③回答する
 画面の案内にそって、国勢調査に回答します。最後に
パスワードを設定し、送信します。

※インターネット回答が難しい場合は、調査票（紙）をお使いください。
問 総合政策課　☎ (21)２３０６

9／14月 10／7水

インターネット回答期間

10／1木
10／7水

調査票（紙）での回答期間

同行避難 とは？
　ペットが飼い主と一緒に避難所へ避難することであり、ペットと飼い主が
避難所で同居することではありません。ペットは居住スペースとは別の指定
されたスペースに避難します。
※リード、ケージまたはキャリーバック、フード、排泄物の処理用具等を必
ず持ってきていただくようお願いします。

ペットの避難時持ち物リスト
□ケージまたはキャリーバック
ケージやキャリーバックがないと、避難所では受け入
れができない場合があります。事前に必ず準備しま
しょう。

□リード
ペットと一緒に移動する際必要になります。

□首輪
犬の場合は、犬の鑑札、狂犬病予防注射済票を首輪に装着させましょう。

□ペットフード
災害時には入手が困難な可能性があります。

□排泄物の処理用具（トイレ用品）
排泄物の処理は飼い主の責任です。放置することがないようにしましょう。

日頃のしつけや健康管理 とは？
ケージやキャリーバックに慣らしておくこと、人や動物を怖がったり、む

やみに吠えたりしないこと、決められた場所で排泄ができるようにしつける
ことです。また、予防接種やノミなどの外部寄生虫の駆除を行い、ペットの
健康、衛生状態を確保しましょう。

所有者明示 とは？
　災害発生時には、ペットとはぐれてしまう場合もあるため、首輪や迷子札、
マイクロチップ等を装着させましょう。また、飼い主は自分の連絡先とペッ
トに関する飼い主以外の緊急連絡先、預かり先などの情報やペットの写真（携
帯電話に画像を保存することも有効）を用意しておきましょう。

ペットを飼っている方へ
災害に備えたペットの防災対策

　飼い主による災害に備えたペットに対する対策は、特別なことではありません。
「日頃のしつけや健康管理」「所有者明示」など適正な飼育をすることです。
　栃木市の避難所では、ペットの「同行避難」を原則としています。

問合先　環境課　☎ (21) ２１４１

イラスト出典　環境省ＨＰ「災害、あなたとペットは大丈夫？人とペットの災害対策ガイドライン＜一般飼い主編＞」


